
産業医科大学医学部入学生の修学資金返還免除までの標準的進路体系図
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※本課程修了にはコースにより４～６年かかります。

●返還免除
各コース又は大学院を修了後５年間「産業医等の職務」に
就けば、コース又は大学院の４年間が産業医等として勤務
した期間とみなされます。
一般的に大学卒業後、９～１１年間を要します。

修学資金貸与期間
（６年間）

修学資金返還猶予期間（６年間×１．５倍＝９年間※最短）

(注)
　わが国の臨床研修が必修化されたこ
と等により、現在、産業医学卒後修練
課程の見直しを行っていますが、平成
１７年度入学を志願する方への便宜を
図るため、この進路体系図は現行の修
練課程に基づき作成しています。
　入学後、新制度については、改めて
説明を受けることになりますので、ご
了承ください。（入試課）
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「産業医等の職務（５年間）」について
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修学資金返還免除後の職務
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産業医科大学は日本でただ一つ、
産業医の資格を取得できる教育を
行っている大学です。

　５年間のうち産業医の職務に２年間以上
就かなければなりません。（なお、産業医
学卒後修練課程の中で就くこともできま
す。）
　残りの期間（３年以内）については、産
業医の職務に従事する以外は、産業医科大
学の教員、労災病院の医師などの職務に従
事することとなります。
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平成１６年８月
産業医科大学入試課作成


